
西スマトラ・ミナソカバウの社会構造場

一一母系制を中心と して一一

はじめに

インドネシアは， 140以上の種族から構成される多種族国家であるが， この

小論で述べるミナンカパウも，このような多種族国家インドネシアを構成する

代表的な種族の一つである．彼らの聞に古くから伝わる伝承｛tambo，タンポ）

によれば， ミナンカパウ人は，アレキサンダ一大王の末喬にあたる。大王には

3人の息子があり，長男はマハラジャ・アリフ，次男はマハラジャ ・ジィパソ，

そして三男はマハラジャ・ディ・ラジャと呼ばれた． 3人の息子は，後にそれ

ぞれ，ルフゥム，O 中国・日本，そして， ミナンカバウの支配者となったとい

われている．私がミナンカパウ社会に住み旅行をしていた時にも＇ 2）折々にこ

の伝説を耳にする機会があった．マハラジャ・ジィパンの子孫である日本人と，

マハラジャ・ディ・ラジャの子孫であるミナンカパウ人は， もとをたずねると，

アレキサンダ一大王を祖先とあおぐ血をわけた兄弟だと，特別に親愛の情を示

されることが少なくなかった．

ミナンカパウ発祥の地である西スマトラ州は，中部スマトラの西海岸に位置

する．その広さは，面積にして約 4万6,000平方キロメートルで，九州よりも

大きい．海岸近くの土地は平坦で，湿地帯が点在する．内陸部は山並に囲まれ

ているが，一般に地味は豊かである．西スマトラ州内の人口分布も，上記のよ

うな立地条件を反映して，歴史的にも早く聞けた内陸部の方が．概ね，村落部

の人口密度が高い．

州内の人口は， 86%が村落部に住み， インドネシアの他の地域と同じように，

都市化はあまり進んでいない．一番大きな都市は，西海岸に面した州都のパダ

ンで，人口は約20万人（1971年現在）である． もう一つの都市は，内陸部に存
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在する人口 5万人のプキティンギである．この二つが，西スマトラにおけるも

っとも重要な都市で，中国系を始めとして， ミナンカパウ以外の人聞の多くは，

この二つの都市に集中している．行政区分の上では，西スマトラ州は八つの県

(ka bu paten）に分れ，その下には73の郡（kecamatan）と， 500以上の村（nagari)

が存在する．

、西スマトラ州における主要な経済活動は農業で，特に水稲耕作の重要性が強

調される．その他の農産物としては，野菜，豆，唐辛子等，そして多年性の作

物では，ゴム，ココナツ，シナモン等が栽培されている．農業以外では，織物，

銀細工といった手工業が，一部の地域で見られる．

1930年の人口センサスによれば，オランダ領東インドにおける原住民総人口

にたいして， ミナンカパウ人の比率は，わずかに 3% （絶対数でいえば約 180

万）であった．しかし当時のインドネシアの中では，四番目に大きい種族で

あり，ジャワ人（人口比47%），スンダ人（15%），マドラ人（ 7 %）の次に位

置していた．

独立後の人ロセンサスは，政治的理由により種族別の人口分類を一切使用し

ていない. 1971年の人口センサスによれば，西スマトラ外｜の人口は約280万で

あり，恐らくその90%弱にあたる約250万が， ミナンカバウ人と推測される．

その他に， 100万人近くのミナンカパウ人が，西スマトラ州以外の地に移り住

み，その地で、生活を営んで、いるものと思われる.3) 

インドネシア総人口に占めるミナンカパウ人の数は少なし I、ものではあるが，

20世紀初頭以来，インドネシアの政治・文化の分野でミナンカパウ人が果した

役割は，人口統計の数字の比率では推し量れないほど大きなものがある. 1920 

年代から30年代にかけてのインドネシアの著名な小説家のうち，その大半はミ

ナンカパウ出身者であった．また，ハッタ，ハジ・アグス・サリムを始めとし

て，民族主義運動にも大きな貢献をしている．宗教界（イスラーム）での影響

力，そして商業面での活躍にも，目を見張るものがある．

これらの優れた功績のほかに， ミナンカパウは，イスラームの強い浸透と，

そして，ムランタウ（merantau）と呼ばれる，移住あるいは出稼ぎを好むこと
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でも知られている． しかし社会学者・人類学者にとって， ミナンカパウは，

その特異な社会・家族制度，すなわち母系制と切り離して考えることは出来な

し、

アメリカの人類学者H・ギアツが指摘しているように， U ミナンカパウ社会

にみる，父系制の色濃いイスラームと母系制との奇妙な結合は，いろいろな人

の興味を駆り立ててきた．このいかにも矛盾した結合関係のゆえに， ミナンカ

パウの母系制は，イスラーム化めの進行とともに崩壊した，とする意見を提出

する者も少なくはない．すでに19世紀半ば，オランダの官吏フランシスは，

ナンカパウの母系制は「堕落した」と記述している.6）それ以来，閉じような

意見が繰り返し述べられて来た.7l 19世紀初めのパドリ戦争，および20世紀初

頭のカウム・ムダに代表されるイスラームの宗教改革・強化運動の台頭から，

さらには，パドリ戦争後のオランダ支配の浸透，ならびに，社会・経済面の変

化（後述）を考えあわせて見る時，上記のような意見は，一見，納得のいく見

解であるようにも思われる．

残念ながら，実際には，現在のミナンカパウの母系制が如何なる形で存在し

ているのか，あるいは存在していないのかについて，現地調査を踏まえた研究

は今日迄のところ極めて少ない.8) この小論は，そのような研究面における空

白を埋めるための一助として執筆されたものである．

II 伝統的なミナンカパウの母系制

伝統的なミナンカパウの母系制には，次のような四つの特徴点をあげること

が出来る．

(1）血縁，そして血縁集団への参加は，母方を通して認知される．各々の村

(nagari，ナガリ）は，村内族外婚を原則とする幾つかのスク（suku，母系氏族）か

らなる.9）スクは，ムラユ（Melayu），ピリアン（Piliang），チャニャゴ（Caniago)

といった固有の名称を持ち，西スマトラには， 100ちかくのスクが存在すると

いわれる• 10）ミナンカパウ人は，ごく限られた例外を除き，自分の生れたス ク
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に一生所属し，結婚もこの関係に影響を与えることはない．スク自体は，通常

パユン（payung）と呼ばれる幾つかの血族集団から構成される．

(2) パユンは共同体的な血族集団で，プンフル（penghulu）という名の，儀

式にのっとって任命された男性の長を戴く．プンフルは「ダトック ・ラジョ ・

アデ ィル」といった， パユンに代々伝わる特別の称号を使用し，他のノミユン構

）或員よりも高い地位を占める.11) 

パユンには，農地，家屋，養魚池，家宝のような，共同体として所有する財

産が存在する．原則として， 共同世襲財産（hartapusaka，ハノレタ ・プサカ）は，

勝手に売買等の処分をすることが出来ない．さらに，個人財産，とくに土地，

家屋といった不動産類の個人財産は，一般に存在しない．

パユンは，幾つかの小血族集団であるパ

ルイック（paruik）に分れる（図2参照）．

パルイックの構成員は通常同じ家に住

み，正式に認められた男性の長（tungganai

rumah，トゥンガネィ ・ノレマ）に統率される．

共同世襲財産 （と くに土地） あるいはその

使用権（ganggam beruntuk，ガンガム ・フ勺レ

ウントゥク）は，各パルイックに配分され

ている.12】

(3) 結婚後の居住形態は，妻方母方両居

／、＼

／＼そ＼

／、子＼
図 2

制である．夫は結婚後，妻方の家に 「投宿」 し， 朝になると自分の母方の家に

戻る．結婚後も，夫は母方のノ勺レイック （小血族集団）に属する．

(4) スク（母系氏族）を始めとする母系集団内での権力は，父親ではなくマ

マッ ク（mamak）の手に握られている．ママッ クは，文字通りには母方のオジを

意味するが，広くはオジと同列・同世代の， 母系制によって親族関係にある男

性一般をさす．先に述べたプンフル， トゥンガネィ・ルマも，広義でのママッ

クに含まれる．

ママ ックに対応する言葉はク マナカン（kemanakan）で，男性からみた場合，



30 第I部史的展開と社会構造

図 3

自己の姉妹の子供たち

（すなわち，母系市lによ

って規定されるオイとメ

イ）および，それと同列・

同世代の母系親族を意味

する． ミナンカバウの母

系制においてもっとも重

要な人間関係は，このマ

マックとクマナカンの関

係であるといっても，過

言ではない．

伝統的なミナンカパウの母系制の特徴をもう少し具体的に理解するためには，

日常の家族生活がどのように営まれていたかをみる必要がある.13) 

かつてミナンカパウの家族生活は，ルマ ・アダット（rumahadat）と呼ばれ

る，大家族制の家を中心に営まれていた.14）ルマ ・アダットは長方形の家屋で，

独特の，水牛の角のような形をした屋根をいただいている（図 3参照）．この屋

根は，古くはしゅろの葉等を材料として用いたが， 20世紀の初頭には，すでに

トタン屋根がかなり普及していたようである．通常， 家の正面は東方を向き，

植物の紋様を主題にした彫刻装飾が壁面にほどこ してある．床は地面より 1.5 

メートルほど高くなっており，床下では， ニワトリ，羊といった家畜を飼って

し、Tこ

図4にみる ように，ルマ ・アダットの内部は，大きく二つの部分に分れてい

る．表に面した部分は突き抜けの大広間で， 居間，食堂，大きい子供たちの寝

床，儀式，宴会，会議のための場所といったように，いろいろの用途に使われ

ていた．これに対して，裏に位置する部分はいくつもの小さな部屋に分れてい

る．これらの部屋は，すでに結婚している女性，あるいは結婚適齢期の女性の

ための寝室で，まだ幼い子供たちも，母親と一緒にこの部屋で寝る．一つの寝

室は横3メート ル，縦 4, 5メート ルほどで，一軒についての部屋数はルマ・
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アダッ トによ って異なる．

西スマトラに現存する一

番大きな家では，100以

上もの寝室を備えたもの

があるが， これは例外で，

七つ位の寝室を備えた家

が普通であったようであ

る， 15) 

昔のミナンカパウ社会

では，ノレマ ・アダッ卜が

玄

.，，‘ <=I 

関

所

図 4
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表

裏

日常経済生活の中心単位であった． さきに述べた土地の使用権も，通常，各ル

マ ・アタットに分割されていた．共同世襲財産に依拠したルマ ・アダットでの

生活は，非常に共同体的な色彩の濃いものであったと思われる．閉じ家に住む

人たちは，その家に属する土地を共同で緋し，収穫された米は， ノレマ ・アダッ

トの前に据えられた穀倉に収められた．伝統に従えば， 正規のルマ ・アタット

は三つの穀倉を備えていなければならない．最初の穀倉はルマ ・アダットの構

成員の日々の生活の用に，二番目は，来客等のために，そして三番目は，儀式，

あるいは不時の場合に備えて用意されていたものである．

ルマ ・アダ、ッ トで生活する女性は，結婚の時，あるいは結婚適齢期に達した

のち，同じ家の中に寝室を一間与えられる．もし家の中に寝室の数が足り ない

時には，ママックは責任をもって余分の部屋をつけ足すか，あるいは新しい家

を建て増す義務を負っている．

ミナンカパウ社会では， 夫はスマンド（sumandoあるいは orangsumando）と

呼ばれる．一説によれば， mスマンドは，サンド（sando，質入れ）としづ言葉か

ら由来するといわれ， 実際スマンドの地位は， メスを受精させるために借り出

された種馬の感がなくもない．夫は妻の寝室を夜に訪ね，朝方までには引き上

げるのを常と していた．土地が比較的豊富であった時代には，スマンドは，自

分の母方の田畑を耕していたと思われるが，人口増加に伴い，焼畑の他には，
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余分な農地の有無によって，母方ないし妻方の土地を耕していたと考えられる，

夫の妻および子供に対する経済的義務は，子供の通過儀礼に伴う贈りものを

のぞき，ほとんど無かったといってよい．何故ならば，妻と子の生活は自分た

ちの共同世襲財産によって賄われていたからである．離婚，あるいは妻との死

別の後には，子供たちは母方のルマ ・アタットに残り，父親と子供たちとの日

常的な関係は，次第に縁遠いものとならざるをえなかった．

スマンドの妻の家における不安定な地位は，次のようなミナンカバウの諺に

良く現われている．「スマンドは，水牛の尾にとまっているアブか，切り株の

上にのっている灰のようなものである」17）一一ちょっと風が吹けば，どこかに

飛んでいってしまう．結婚後も，夫は自分の母の家の構成員であることに変り

はなく ，精神的紐帯も生家に属する． もし病気になれば，面倒をみるのは彼の『

生れた母方の家族で‘あり，また死後も，母方の墓地に埋められる．このような

スマンドと妻子との希薄な関係は，逆にいってみれば， ミナンカバウの人たち

がルマ・アダット内において，大家族制の共同体的な生活を営んでいたことと

表裏一体の関係をなしていた，という ことが出来るであろう．スマンドの妻の，

ルマ・ア夕、ツ トへの干渉の余地が少なければ少ないほど，そこに共同生活する

複数「母子家族j1B）聞の調和を保つことが容易になる．

いずれにしても，伝統的なミナンカパウ社会における男性の地位は，私たち十

の自には極めて奇妙なものと映る． ミナンカパウの男性は自分の財産と呼べる

ものを持たない．土地， 家を始めとして， 総ての共同世襲財産は男性が利用 ・

管理することはあっても，その「所有権」は女性のものである．母のルマ ・ア

ダットの構成員としてその家には属しでも，男性が母の家で過ごす時聞は限ら

れている. 6, 7歳といった小さい時から， 男の子は母親の家を離れ，スラウ

(surau，イスラームの祈祷所兼集会所〉に寝泊りするのが普通であった．食事ど

きには，母親のルマ ・アダットに帰るが，それ以外の時聞は，結婚するまでス

ラウで、夜を仲間たちと過ごす．結婚したあとであっても，男性は，妻の家にと

って，夜の間だけ彼女の家に訪ねてくる「お客さん」にしかすぎない．年をと

って妻と死別しあるいは離婚をした際には，往々にしてやもめとなった男性は炉
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またスラウに戻って，そこに寝泊りしなければならない．伝統的なミナ γヵパ

ウ社会における男性の世界は，何世代も続くようがっしりと建てられたルマ ・

アダットではなく，スラウ，モスク，ラパウ (lapau，駄菓子屋兼喫茶店〕，パレ

•(balai，集会所）， ダンガウ （dangau，田畑に~る収穫時の見張り小屋） といった，「生

活の場」とし、うよりは「集いの場」を中心として構成されていたので、ある．

皿 変化の要因

オランダが西スマトラに最初に到来したのは， 17世紀の初頭である．その目

的は，金の買いつけ，および，マンジュタを始めとして，西スマトラ南部で産

出された胡淑の買いつけであった．しかしながら，当時のオランダの影響は，

海岸沿いの港町にしか及んでいなかった．ダレック（darek）と呼ばれる内陸

部にまで，オランダの影響力が及ぶようになるのは， 19世紀初め以降のことで

ある．すなわちパドリ戦争（西スマトラ内陸部におこった，戦闘的なイスラー

ム改革運動のパドリ派とオランダの戦争）制圧の過程において，オランダは，

西スマトラ全域に勢力をのばすにいたる， 19) 

西スマトラにおけるオランダ支配の確立は， ミナンカパウ社会に多くの変化

をもたらした．その社会変化のなかでも，この小論の主題と関係して，特筆さ

れるべきものが二つある．一つは，急速な人口増加であり，他の一つは貨幣経

済の浸透である．

ジャワにおける場合と同じように，オランダ支配の確立以後，西スマトラに

峠，急速な人口増加がもたらされた．正確な人口統計は19世紀に関しては存在

しない．しかしある推計によれば， 1853年から1930年までのほぼ80年間に，

l西スマトラの人口は， 69万から190万にと，約 3 倍に増加した• 20) 

貨幣経済の浸透の速度も，人口増加に劣らぬほど顕著なものがあった．それ

まで自給自足中心の農業と農業社会に，コーヒー，ゴム，各種香辛料といった

備品作物が，つぎつぎに導入されていった．また，織物， 金 ・銀細工といった

手工業も，商品市場をめざして盛んになってゆく．商品経済の肱大は，流通機
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構の中間あるいは末端で活躍する， ミナンカパウ人の商人や運搬業者の数を増

大させた．植民地官僚機構の確立と拡充は，下級官吏や教師といった， ミナソ

カパウ人の給与所得者層を形成してゆくことになった．これらの現象は総て，

自給自足経済に頼る社会層を後退させ，貨幣経済に生活の糧を頼る社会層の出4

現とその伸長を意味していた．さらに， 1908年，金納税制が実施されると，

ナンカパウ社会の貨幣経済への依存性は，決定的なものになっていった.21) 

これらのミナンカパウ社会における変化が，伝統的な母系制に強い影響を与

えていったことは，想像するに難くない．急速な人口増加は，共同世襲財産と

しての農地の人口扶養能力と，実際の扶養人口との聞の不均衡をもたらした．

既存の農地だけでは，増加しつづける人口を養いきれなくなったので‘ある．こ

こに，共同体的な拡大家族に根ざしたミナンカパウの母系制は，その経済的な

基盤が脅かされることになる．増大する人口に比しての土地不足の問題は，歴

史的に古くから開発され，もはや充分に新しい農業用開拓地を持たない内陸部

の村々にとって，とくに深刻な状況を呈していた．

一方，貨幣経済の進展は， ミナンカパウ社会に，共同世襲財産とは性格を異

にする財産，すなわち自己取得財産（hartapencarian.ハノレタ・プンチャリ アン）

をもたら した． 特筆すべきは，この自己取得財産は，共同世襲財産を規制して

きたアダ、ット（adat.慣習法）の制約をうけないことである．自己取得財産は，

荒蕪地に栽培された商品作物の売上金，行商等の商売のあがり，あるいは給料

というように，個人の努力で得られた個人的な収入の形をとるのが常だからで

ある．

IV ミナンカパウの母系制の現状

ミナンカパウ社会にみられる明確な変化の一つは， 夫婦聞の紳，そして父子

の紳が，昔とはくらべものにならないほど強くなったことである．

共同世襲財産が，経済的に十分な生活保障を与えるものではなくなるととら

に，今までママックの指導をあおいでいたノレマ ・アダット （拡大家族用の家）
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の女性成員は，徐々に自分の夫の自己取得財産を，生活の糧を補うものと して，

頻りにするようになる．この傾向は，貨幣経済の浸透，すなわち，自己取得財

産の経済的意味，そしてその獲得の機会が増加するにつれ，顕著になっていっ

た• 22）現在では，西スマトラにおける一般的な消費 ・生産単位は， ルマ ・アダ

ットを中心とするパルイック （小血族集団）よ りは，核家族であるといった方

が適切である．

上のような社会変化にともなって，家族の居住形態にも変化がみられる．「通

い夫」 （sumando batandang）の制度はすでに過去のもので，妻の家で寝起き

の生活をする「常住の夫J (sumando menetap）が，今日のミナンカバウ社会で

は一般的に見られる現象となっている．この， 家族成員聞の物理的な生活距離

の接近は，核家族の内部における精神的な紳の強化と表裏一体をなしているこ

とは，当然であろう．

核家族構成員の紐帯の強化は，自己取得財産の相続のあり方の変化にも反映

されている．ヒパ（hibah）というイスラ ーム法の贈与制に従って，クマナカ

ン （母系制によって認められたオイとメイ）に財産を贈与するよりも，父親が自分

の子供に自己取得財産を与える頻度が， 20世紀初頭以来，とみに盛んになって

来た.23）現在では， このヒバによる相続が， ミナンカバウ社会における自己取

得財産の一般的な相続形態となっている．

「自己取得財産」とその「ヒパ相続」 といった社会制度の出現は，いってみ

れば核家族誕生の経済的な基盤をなすものである．そして， ルマ ・アダットで

はない，小家族用の家屋の普及は，居住単位と しての核家族が， ミナンカパウ

社会において一般化して来ていることを示している．

大家族を収容し，独持の建築様式を誇るルマ ・アダットは，普からミナンカ

バウの母系制度を象徴するものであった．しかし，絵ハカ’キや観光ポスターで

見ることは出来ても，今日の西スマ トラでルマ・アダッ トを実際に見ることは，

一部の地域を除いてまれになっている．私は，ブキティンギ近くの四つの村で

調査を行なったが，その調査結果によると， 19世紀末では，この地域における

家屋の70%近 くがルマ ・アタ．ッ トであった．今日，この地域に残されているル
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マ・ア ダットの割合は，たったの13%に過ぎない．伝統的なルマ・アダットに

かわり，近代的な，一世帯のための家屋が，現在の西スマトラでは一般的にな

っているのである• 24》

今日のミナンカバウ社会では，夫婦聞の紳は緊密になっており，離婚率は低

下し，一夫多妻婚の頻度は減少して来ている. 1930年，オラ ンダ植民地時代の

人口センサスによれば，西スマトラはインドネシアの中でも離婚率と一夫多妻

婚の率がもっとも高かった．この事実は，伝統的なミナンカパウ社会における，

スマンド（夫）と妻子との希簿な関係，そして，スマンドの妻子に対する経済

的責任の欠如という ことを考えれば，容易に納得のいくものであろう．

しかしながら， 20世紀初頭以来，安易な離婚と一夫多妻制は， イスラ ーム改

革運動者と西欧教育を受けた知識人から，攻撃を受けることとなった． たとえ

ば，カウム・ムダと呼ばれるイスラーム改革派のグループは，女性の解放と自

立ならびに女性に教育の機会を与えることを社会に呼びかけ，安易な離婚を非

難するとともに，一夫多妻制についても，イスラー ム婚姻法に対する厳しい解

釈 （たとえば，経済的扶養義務を総ての妻子に対して同等に扱うものとする）

を行なうよう，社会一般に呼びかけていった．西欧教育を受けた知識人の結婚

観は， 1920年代と30年代を通じて， ミナンカパウ出身の作家によって書かれた

小説の中に，よく表現されている．これらミナンカパウ作家の小説に共通する

テーマは，結婚の前提条件としての愛情関係と夫婦の紳の重要さ，そして父親

の家族 （妻子）に対する扶養義務等を強調することであった．

夫婦の紐帯の強化は，さきにのベた，ブキティンギ近くで私が行なった農村

調査の結果のなかにも，端的にあらわれている． 一夫多妻婚の割合から見てゆ

くと，四つの村で私が面接した400名近くの被面接者 （成人男子）の父親の世

代では， 80%近くが一夫多妻婚の経験を持っていた．ところが被面接者の世代

では，これは38%に減っている加離婚率についても同じような滅少傾向がみ

られた.26) 

上に述べたような数々の変化にもかかわらず， ζナンカパウの母系制が，父

系制あるいは双系制にかわったと結論をくだすのは，いまだ早計のようである．
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これまでに述べてきたミナンカパウの社会変化を正当に評価するためには，本

稿の最初にあげた，伝統的なミナンカパウの母系制の四つの特徴点に照らして，

考えてみる必要がある．四つの特徴点とは，

(1）血縁あるいは血縁集団の形成は母系による．

(2) パユンおよびパルイックは共同体的な血縁集団である．

(3) 居住形態は妻方母方両居制である．

(4）血縁集団内の権力はママック（母方のオジ）の手にある．

これらの特徴点のうち，第一点は変っていない．スクといった母系血縁集団

はいまだに存続しているばかりでなく，社会の中で重要な役割を果している．

自分の属するスクの名前は， しばしば苗字のような機能を果している．村の中

では，いまだにスクの名前をもって第三者に言及する ことが多い．「川向うの

スク ・ムラユのラピア（女性）に男の子が生れた」というようにである．また，

西ス7 トラ州では，結婚証明書を始めとして，種々の公的書類に，スクの名前

を記入することが必要とされている．これらの例は，スクの名前が，自己を規

定し他人と自分を識別する際に，いまだに不可欠なものであることを示してい

る．スクは，また，結婚相手の範時をも規制している．なんらかの形でのスク

外婚は，依然として厳しく守られているからである．

(2）から（4）までの特徴点についていえば，すでに述べたように，いくつか

の変化がみられる． しかしながら，それらの変化は，かならずしもミナンカパ

ウの母系制を覆すものではない．

共同体としての母系血縁集団に関しては，次のようにいうことが出来る．自

己取得財産の出現にもかかわらず， ミナンカパウの母系制のもっとも重要な基

礎である共同世襲財産の制度は，いまも基本的には変化していない．共同世襲

財産，とくに土地（の使用権）は，現在では生計 ・居住単位としての核家族が

一般的なために，「分割」されていることが多い． しかし共同世襲財産の「相

続」は依然として母系制によ っており，また，原則として，使用している共同

世襲財産を売却するなどの処分は出来ない．

自己取得財産の出現は，財産「相続」の形を，従来とはくらべものにならな
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いほど， 複雑なものに変えた．父親は，自己取得財産を，母系制度に規制され

ずに，自分の子供にゆずることが出来る． しかしながら，自己取得財産の「個

人処分権」（自分の指定した人に財産をゆずる権利）は，世代的な制約をうける．

というのは， ミナンカパウの慣習によれば，自己取得財産の（法律的）地位は，

永久的ではない．自己取得財産は，次に述べるように，私たちが理解している，

いわゆる，近代市民社会における個人財産とは根本的に異なっているのであ

る．

ミナンカパウの慣習法によれば， 2種類の財産一一共同世襲財産と自己取得

財産ーーが区別される．このうち，共同世襲財産は，母系制を通じて代々受け

つがれていくのに対し自己取得財産は，自分の （あるいは夫婦の）努力で獲

得したものであり，自分の指定した人にゆずることが出来る． しかし，自己取

得財産にまつわる「個人処分権」，と くに土地，家匿といった不動産について

の処分権は，最初の財産取得者から数えてー，二世代の聞に限定されているの

を常とする．つまり，父親 （あるいは両親）から相続した自己取得財産（とく

に土地や家屋など）は，相続した人から数えて次の世代，あるいは，そのまた

次の世代にいたると，その人の属する母系集団の共同世襲財産にかわってしま

うことになっているのである．

自己取得財産の地位，そして，それにまつわる「個人処分権」が世代的に限

定されているばかりでなく，不動産の類は，たとえ子供にあたえられたとして

も 実際には，息子たちよりも娘たちにあたえられる傾向が強く， mさらに，息

子にあたえられた自己取得財産の例をとってみても， 一， 二世代の聞に，娘を

中心として相続されるようになり，やがて，共同世襲財産となってかわるのが

一般的である．

こうしてみてくると， 自己取得財産の出現は，共同世襲財産制度の衰退，あ

るいは個人財産の隆盛を示すものではない．これは次の事例にもよくあらわれ

ている．州都であるパダン市は，西スマトラの中でも都市化，商業化のもっと

も進んでいるところである．にもかかわらず，パダン市において個人所有とし

て登記されている土地の市全体の土地に対する割合は，オランタ時代から数え
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て今日までの50年間，約40%と一定であり，それも，これらの個人所有の土地

は，主に旧オラン夕、人の所有地で，現在では中国人の手に握られているものが

多い．そして，その残りの60%は登記もされず，共同世襲財産であるか，自己

取得財産から共同世襲財産へというサイクルを，繰り返している土地と考えら

れる的

自己取得財産の重要性の増大，そしてこれらの財産が，子供によって相続さ

れる傾向が強くあらわれているために，この現象をして， ミナンカバウの母系

制の基礎である共同世襲財産自体の解体，そして母系制血縁集団の消滅，ひい

ては母系制それ自体の終駕をも画するものである，と理解する意見がある． し

かし本論で述べてきたように，そのような母系制終着を主張する意見は，少

なくとも今日の現状で言う限り，正しいとすることはできない．変化に対応し

つつも共同体的な世襲財産の制度は，いまだに強く社会の中に残っていると

言わさ。るをえないのである．

居住形態について言えば，現在は，妻方母方両居制が一般的ではなくなって

おり，妻方居住制となっている．すなわちスマンド （夫）は，母と妻の家を毎

日往復するかわりに，大部分の生活時間を妻の家で過ごすようになっている.29) 

後にのべるように，居住形態の移行は，スマンドにとって妻の親戚との関係に

ある種の変化をもたらした． しかし居住形態の移行それ自体は， ミナンカパウ

の母系刻に本質的な影響を与えるものではない．いまだに，女性は夫の親族で

はなく，自分の母系親族の社会的な網の自の中に世帯をもうけている．私がブ

キティンギの近くで行なった調査結果でも， 400あまりの被調査家族のうち，

98%の場合，結婚後，夫が妻の家に移り住んでいた• 30) 

女性を中心とした居住形態ばかりでなく，家は本来女性に属するという考え

方も，いまだに根強い．男が少年時代からスラウに寝泊りする風習 （し、までは

スラウの減少にともない，村の献菓子屋兼喫茶店や空屋などにも寝泊りしてい

る）は，昔ほど一般的ではないにしても，依然として続けられている．また，

私の知っている一つの村では，ある時から総ての家屋にその「所有者」の標札

をつけることになった．ところが，そうして掲げられるようになった標札に記
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された名前は，みな女性の名前であった．

「萎方居住」の一般化の結果として，今日，スマンドは，妻の親族の出来事

にも往々にして関与し，あるいは関与せざるをえなくなってきている．スマン

ド．の妻子への扶養義務は，以前は無きにも等しかった． しかし，現在では，ス

マンドは妻子だけではなく，妻の親族の安寧にもかかわるようになってきてい

る．スマンドは，しばしば， 妻の家族が生活上の困難に直面しているとき，何

らかの方法で経済援助をすること（たとえば，妻のオイの学費の援助）を期待

されている.81) このような妻方からの期待は，出稼ぎ地に居住しているスマン

ド’にたいしてとくに強い．たとえば，妻のオイがジャカルタに仕事を探しにき

た場合，スマンドは，そのオイの面倒をみるように期待される．スマンドの社

会 ・経済的な責任は，母方の親族のみに向けられているとは，今日かならずし

もいえないのである．スマンドは，妻方の親族の要求をも無視する ことは出来

ない．

さきにのベた，財産「相続」に関する理解が混乱している一一自己取得財産

は子供に与えられでも，共同世襲財産は依然として母系制によって継承されて

いるーーだけではなく ，現在のミナンカバウ社会についての誤解の多くは，家

族内部の権力関係の実態を，正しく見ていないことからも起っている．今日，

核家族内での一体感が強く，また，ママック（母方のオジ）ではなく，父親が

妻子の生活の面倒を見る例が一般的なことから， ミナンカハウの母系制は，父

系制，あるいは双系制に変化しつつあると説く人がし、る ことについては，さき

に述べたとおりである． しかし，現状をも っと深く立ち入って見てみると，そ

のような解釈は，表面的な事象を本質的な変化と見間違っているものであるこ

とがわかる．家族内部での権力の問題を考えるためには，家庭内での権力と，

血縁集団内での権力の二つに分けて見てゆくと，理解しやすい， 32）ここでいう

血縁集団とは，母系制によって規定される集団のことであり，「家庭」とは，

あくまでも子供の養育にたずさわる集団のことである．

以前は，「家庭」および血縁集団ともに，ひとりの人間，ママックの権力の下

にあった， 33）しかし現在では，時にはママックが，その姉や妹の子供たちに経
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済的援助をすることはあっても， 「家庭」 は基本的に は， 父親（と母親）の権

カの下にあり， 子供の面倒をみるのも， 父親（と母親）である． しかし， ママ

ックは， 自分の姉妹たちの「家庭」内の問題から完全に閉め出されたわけでぱ

ない． クマナカ ‘ノ（母系制によって規定されているオイとメイ）の進学問題，

就職問題， そして当然結婚の計画などについて ， ママックも， 逐一報告を受け�

助言と諒承を与えていることが多い．

rfn縁集団内のことに関していえば， 共同世襲財産の管理， 分配， また， 共同

世襲財産をめぐる争いの調停・裁定， 血縁集団の構成員の行動の監督など， こ

れらのすべては， ママックの権力行使の対象範囲内のことがらである． スマ ン

ドは， これらの事柄について， 意見や忠告を求められることはあるかもしれな

いが， 最終的な決定権は， あくまでもママックの手中におかれている．

クマナカソの結婚問題では， ママックは， 今日でも依然として重要な役割を

果している． ママックがクマナカソの結婚相手をみつけてくることは， 以前ほ

ど一般的ではなくなっているが， 結婚に対するママックの同意は， 今だに不可

欠なこととされている． ミナソカバウ社会では， イスラ ー ム法と慣習法に従いァ

二通りの結婚式を行なっている． 二通りの結婚式のうち， ニ カ(nikah)と呼ば

れるイスラ ー ム法に従う結婚式が慣習法に甚づく儀式に先行し， ニカ遂行後，

後者の儀式が行なわれるまでの期間が何力月にもおよぶことが珍しくない. 34) 

この場合， 二 カが済めば， 宗教的には， 結婚は正式のものである． しかし一般

的に， とりわけ村の中においては， 慣習法による結婚式が済まない限り， いか

なる結婚も正式なものとは認められない． 従って， 夫婦の契も行なわれない．

そして， ここで重要な点ほ， 慣習法にのっとった結婚式は， ママックの協力な

しにはとり行なえない， ということである． 何故なら， 慣習法による婚骰の仕

来たり （演説の交換など）は， ママ ックの同意と出席なしには成立しないから

である． 結婚について ママックの同意を求めることには， たんなる礼儀作法以

上の意味がある．

このように見てくると， ミナンカバウの母系制は， たしかに幾多の変化を経

験してきた． 生計単位として． そして， 居住単位としての今日の核家族の重要
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性を疑う者はいない．夫婦の聞の紳の強化と，そして父子関係の緊密化も 否

定しえない事実であろう．それにもかかわらず，母系制自身が消えつつある，

と結論するのは，早急にすぎる．

今日の都市部の中でも，教育程度の高いミナンカパウの男性の間では，自分

の名前の一部を，あたかも苗字の如く，子供たちに「受け継がせ」ている人た

ちがし、る． しかしこれらの事例は，父系制の一般化を意味してはいない．西ス

マトラ全体についていえば，血縁は，いまだに母方によるのであり，母系制に

もとづくスク（母系氏族）への帰属は，自己の意識や，スク外婚による結婚相

手の規制といった面で，重要な役割を果している．

財産 「相続」については，たしかに，タマナカンではなし子供が財産を

「相続」する場合が多くな っている．しかしこれは，あ くまで自己取得財産

の「相続」の場合に限られている．そればかりではなく，自己取得財産にまつ

わる「個人処分権」は，その「有効期間」が世代的に限定されている．

居住形態をみてみると， 妻方母方両居制から妻方居住制へと変化があったが，

このことすらも母系制の本質を覆すものではない． 家族内の権力の問題にして

も，父親の力の増大は，家庭内の問題に限られており，血縁集団内の事柄は，

依然、と してママックの権限と責任下にある．こうして見てくると，私には，

ナンカパウの母系制が，他の家族制度に変ったというよりは，時代と状況の変

化に対応して， 母系制の順応が進んできた，というように考えられる．

20世紀初頭以後， ミナンカパウ社会が経験した社会変動の速度と度合を考え

てみると，上に述べたような母系制の順応には，驚くべきものがある．私の調

査したプキティンギの周辺地域では， 70年前には， 13%程度の男子がなんらか

の学校教育を受けていたに過ぎなかった．今日では，95%以上の人が学校で学

んでおり，さらに， 33%の者は高等学校教育，あるいはそれ以上の教育を受け

ている．出稼ぎ，あるいは地理的移動についても， 70年前には，村外に働きに

出たことがある男性は，全男性人口の27%であったが， 今日ではこれが， 89%

になっている．同様に， 70年前，この地域の男性の74%は農業に従事していた

が，今ではその数字は15%にしかすぎない.35) 
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このような 目覚しい社会変動のテンポにもかかわらず，m ミナンカパウの母

系制は，いまだにその根本的な部分では性格を変えていない． 「ミナンカパウ

の母系制の崩壊」というテーマは，関係学界の中で，永い歴史を持ってし、る．

しカ通し，
アダツト

古い仕来たりと昔からの伝統，

雨びたしになって も腐る ことなく，

日照りにあっても地割れする ことがない．

この格言がし、し、あらわす通り， ミナンカパウの母系制は，いまだに健在である

といった方が適切で、はないだろうか．

ミナンカパウの母系制の存続を指摘するのはたやすし、かもしれない．だが，

その存続の理由を説明するのは，かならずしも容易ではない．この問題自体は，

他の場所でとりあげているので，ここでは深く立ち入らない.37）かL、つまんで

いえば，ム ランタウと呼ばれる出稼ぎ；ない し地理的な移動が， ミナンカパウ

社会の適応性の強さと大いに関係していると，私は考えている．

歴史的にみると，ムランタウは，三つの形態に分けて見てゆく ことが出来る．

その昔においては，人口増加と耕作可能な土地の減少にともない， ミナンカパ

ウ人は，新しい土地を求め，内陸部から周辺部へと移動していった. 19世紀に

なると，とくに内陸においては，未開拓地がなくなり，新しい土地を求めての

移動は難しくなった．この時点で，貨幣経済の進展が顕著になってきたのであ

る．なかんずく，19世紀半ば以来，各種の商業と産業がスマトラに発達し，こ

れらの商業と産業の中心地（たとえば東スマトラ）を目差して， ミナンカパウ

の男性が出稼ぎのために散っていった．この時期は，ムランタウも季節的なも

のであり，目的地も近距離の郡部中・小都市で，結婚していても，単身の出稼

ぎが主要な傾向をなしていた．しかし， 第二次世界大戦後，とくに1950年代以

後においては，どちらかといえば，核家族をともなった出稼ぎがふえており，

目的地もジャカルタのような遠距離の大都市に変り，何年も村に帰らないこと

が珍しくなくなっている．「中国風出稼ぎ」 l本国に帰ろうとし、う気持がありな

がら，結局帰らない・帰れない華僑のような出稼ぎ）が，今では主流となって
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おり，村の中に残る人は，どちらかというと，進歩的ではない，伝統を重んじ

る守旧派の人たちで、あることが多い．

ミナンカバウ社会の歴史を通して，ムランタウは，母系制の維持のために重

要な役割を果してきた．母系制の基礎である共同世襲財産制度は，人々が一つ

の村の境界線内に閉じ込められている限り，人口増加と農業適地の減少により，

いずれは崩壊する運命にある．ムランタウという習慣は，分村，あるいは男子

の単身出稼ぎ，あるいは核家族の出稼ぎと， ミナンカパウの歴史的段階に対応

しつつ，異なった形態によって，人々を一つの村の外に解放するものであった

のである．

ミナンカパウの母系制の将来を占うことは，容易ではないが，ここでは，二

つの変動要因をあげておこう．一つは，インドネシア政府が，農地法あるいは

農地税を，将来，導入 ・施行するかどうかである．農地法 ・農地税の導入・施

行は，ともに，なんらかの形での農地の個人登記を促し，やがては，共同世襲

財産の個人所有化をももたらすであろう．

第二は，出稼ぎ人と村との関係である．「中国風出稼ぎ」が一般的な今日，

西スマトラ州以外に住むミナンカパウ人は，概して，種族的にも多様で，コス

モポリタンな生活空間である大都市に集中している．インドネシアの他の種族，

たとえば，ジャワ人，パタック人，スンダ人と政治 ・経済 ・文化等の面で競合

関係にあるこれらミナンカパウ人にとって，母系制の伝統は，自己のアイデン

ティティーを確立・主張するうえで，特別な意味を持ってきている．「中国風

出稼ぎ」人自身は，ジャカルタ等で，母系制の伝統をそのまま守っているわけ

ではない． しかし彼らは，村に残っている親族が，母系制の伝統を継承するこ

とができるよう，物質的 ・精神的援助を惜しまない．実際，出稼ぎ人の援助無

くして，今日，西スマ トラの母系制は存続しえないといっても，過言ではない

であろう．

しかしながら，近年来の，出稼ぎ地生れのミナンカバウ人の増加と，出稼ぎ

ミナンカパウ人と他種族との結婚の増加は，まだ絶対数としては少ないとはし、

え，上のような，出稼ぎ人と村との「有機的関係」に，将来多大の影響を及ぼ
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すであろう．

この小論では，これ以上の説明を加える必要はないであろう．ただ，母系制

の存在とムランタウは， ミナンカパウ社会の歴史的過程を理解する際にどうし

ても見逃すことの出来ない相関関係にある，ということを，もう一度強調して

おきたい．
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